
令和4年度厚生労働省茨城労働局委託中小企業・小規模事業者に対する働き方改革推進支援事業

２月オンラインセミナーのご案内
参加
無料

お問い合わせ:茨城働き方改革推進支援センター
〒310-0011 茨城県水戸市三の丸2丁目2-27 リバティ三の丸2F 

フリーダイヤル:0120-971-728 FAX:029ｰ302-3472 ✉ibaraki@task-work.com

今回のセミナーは令和４年４月より順次法改正されている育児介護休業法の
実務対応についてです。会社として何をすれば良いのかわからない企業様必見!
法改正における、就業規則や労使協定の実務対応についてお教えします!

２月17日（金）14:00 ～ 15:00
「育児介護休業法改正における実務対応」

講師:特定社会保険労務士
岩瀬 孝嗣 氏

Ⅰ 育児・介護休業法改正の全体像
Ⅱ 就業規則改定の実務対応
Ⅲ 労使協定締結のポイント

法改正の概要からご説明いたしますので、法改正についてご存じでない方
も安心して受講いただけます。

会社名 TEL
FAX

住所 〒
参加者様

部署・役職／氏名 ／

メールアドレス

■ご記入いただきました個人情報は、茨城働き方改革推進支援センターが主催するセミナー・イベント情報等提供する場合に利用させていただきます。
■これら個人情報はお客様の同意なく第三者への開示提供はいたしません。

個人情報の取扱について □ 同意して申し込む

①ＦＡＸ:０２９－３０２－３４７２

②申込フォーム ■Zoomでの開催です。
前日までにURLをメールにて送付いたします。

■当日はセミナー内で質問が可能です。

―――――――――――＜セミナーお申込み＞―――――――――――
必要事項を記入してFAX、またはQRコードからお申込みください。

URL:https://forms.gle/qiJwHmQ9s6YX68W99


